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第１４回国土交通省独立行政法人評価委員会 

奄美群島振興開発基金分科会 

平成２４年８月６日 

 

【岡野特別地域振興官】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第１４回評

価委員会を始めさせていただきたいと思います。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、まことにありがとうございます。申しおくれましたが、

私、国土政策局特別地域振興官の岡野でございます。前任者、安栖の後任として着任いた

しております。よろしくお願いいたします。 

 では、開会に当たりまして、事務局を代表いたしまして、小島国土政策局長より一言ご

あいさつを申し上げます。 

【小島局長】  国土政策局長の小島でございます。分科会の開会に当たりまして、一言

ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところ、第１４回奄美基金分科会にご出席いただき、

まことにありがとうございます。本日の分科会では、平成２３年度の業務実績などに関す

るご意見や評価などを承ることとしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨年、行政刷新会議による独立行政法人の見直しの議論がなされまして、奄美基金につ

きましては、法人の機能を安定的かつ機能的に果たしていくため、組織・業務の見直し等

を行うこととされたところでございます。これらのことに対する対応につきましては、現

在、奄美基金の内部に第三者委員会を設置し、検討しているところでございます。 

 また、奄美基金の設置根拠でございます、奄美群島振興開発特別措置法は、再来年の３

月末が期限切れとなっております。あと、残り１年半余りの中で、どのような成果を上げ、

ステップ・アップしていけるのか、これからが大事な時期になってまいります。 

 本日の分科会における議論を踏まえまして、ますます地元の期待にこたえられる基金と

なりますよう、委員の皆様方におかれましては、どうぞ忌憚のないご意見を賜りますよう

お願い申し上げ、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうぞ、本

日のご審議よろしくお願いいたします。 

【岡野特別地域振興官】  それでは、本日の定足数の件でございます。委員５名の先生

方のうち、４人のご出席をいただいておりますので、独立行政法人評価委員会令に定める

定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 
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 永田委員は、ご都合により、本日、ご欠席でございます。 

 委員の異動がございましたので、ご紹介をいたします。去る７月１日付で、來生委員に

かわりまして、慶應大学の堀田教授に評価委員会の委員として、ご就任いただいたところ

でございます。 

 ここで、よろしければ、ご紹介いただければと思います。 

【堀田委員】  慶應大学の堀田と申します。専門は保険とか金融の領域を勉強しており

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【岡野特別地域振興官】  続きまして、配付資料の確認でございますが、お手元の配付

資料一覧のとおりでございまして、資料２というところまで、現在、配付いたしておりま

す。不足等がございましたら、お知らせいただければと思っております。 

 ２枚目の本日の議事の内容でございます。３の議事というところに、（１）、（２）、

（３）がございます。（１）の財務諸表は、独立行政法人通則法での規定によりまして、

また、（２）は、奄美振興法の規定によりまして、それぞれ大臣の承認の際には、この独

立行政法人評価委員会のご意見を聞かなければならないというものでございますので、

（１）、（２）を審議させていただきます。 

 （３）につきましては、これも年度事業、年度計画につきまして、通則法上の規定で、

それぞれ評価委員会の評価を受けることとなっているものでございます。 

 それでは、まず、２というところの分科会長の選任という次のステップに入らせていた

だきます。昨年の分科会では、來生委員が会長になっていらっしゃいましたが、今回、異

動がございましたので、本日、改めて、分科会長の選任をお願いしたいと思っております。

特別行政法人評価委員会令第５条の規定に基づきまして、分科会長は委員の互選にて選出

をいただきたいと思ってございます。各委員の皆様、いかがでございますでしょうか。 

 委員、お願いします。 

【委員】  （委員名）でございますが、推薦をしてもよろしいですか。 

【岡野特別地域振興官】  お願いいたします。 

【委員】  堀田一吉委員なんですけれども、堀田委員を推薦したいと考えています。 

 理由なんですが、皆さん、委員の先生方は、高い見識を持っておられますが、堀田委員

は、他の分科会の分科会長も務めておられますので、会議の進行にすごくなれておられる

と思われます。そういう点を踏まえまして、分科会長職にふさわしいと考えているんです

が、いかがでございましょうか。 
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【委員】  よろしくお願いします。 

【委員】  ありがとうございます。 

【岡野特別地域振興官】  ありがとうございます。 

 それでは、ご賛同をいただきましたので、堀田委員に分科会長をお願いできればと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

【堀田分科会長】  ただいま、分科会長にご推挙いただきました、堀田でございます。

皆様のご協力を得まして、無事、職責を全うしたいと思います。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

【岡野特別地域振興官】  マイクを。 

 では、これ以降の議事の進行を、堀田分科会長にお願いできればと思っています。よろ

しくお願いします。 

【堀田分科会長】  かしこまりました。 

 それでは、進めてまいりたいと思います。 

 まず、本日は、奄美群島振興開発基金の澤田理事長にご出席をいただいておりますので、

最初に、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。 

【澤田理事長】  奄美群島振興開発基金の澤田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、当基金の分科会にご出席いただき

まして、まことにありがとうございます。 

 一昨年の４月に就任してから２年余り、基金の経営改革に真摯に取り組んでいるつもり

でおります。既に委員の皆様には、ご報告しておりますが、平成２３年度は、残念ながら、

独法化後、最大の赤字を計上する結果になりました。たび重なる豪雨災害、天候不順、ま

た、東日本大震災の影響により、群島のファンダメンタルズが、依然、低下傾向にあり、

利用者全般の信用状態の悪化によるものも、１つの要因ではございます。 

 しかしながら、一昨年度、平成２２年度の貸し倒れ引当金の積み増しによる赤字計上の

反省を踏まえて、あえて資産査定にかかわる担保評価について、さらに、実際の換価性を

よくかんがみ、基準を徹底的に見直ししました。これにより、主に独法化以前の古い債権

になりますけれども、評価価格が非常に低下し、さらに引当金を積み増すことになりまし

た。その結果として、損失を計上することになりました。 

 しかしながら、これにより、より計画性の高い累積損失の解消についても、より計画的
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に、なおかつ透明性を持って進めていくことができると確信しております。損失計上自体

は非常に遺憾に思っておりますが、昨年度も経営改善自体は、着実に進めております。 

 昨年、重点的に取り組んでまいりしたことが４点ございます。１点は、今、申し上げま

したとおり、財務の透明性を高めるとともに、資産査定の適切化を図りました。 

 ２点目は、後ほどご報告させていただきますが、保証、融資の取り扱いをさらに増加さ

せるということでございます。経済規模が少しシュリンクしていく中で、基本的には利用

者の利便性をいかに高めるかというところに重点を置きながら、増加の回復を目指しまし

た。 

 ３番目に、業務効率の改善を、さらに進めております。 

 ４番目は、以前、この分科会でもご指摘を受けておりますが、職員のモチベーションを

どう高めるかというところで、人事上の目標管理、評価の一体化を、一歩を進めておりま

す。 

 リスク管理債権比率の改善に関しましては、大幅改善というご報告がここでできないこ

とが、また大変遺憾に感じております。もう少し加速させたいところではございますが、

先ほどお話ししたとおり、ファンダメンタルズが弱い中で、条件緩和債権の増加等もござ

いまして、一定額の減少というレベルにとどまってしまいました。 

 ただ、平成１８年から５年間では、トータルで２４％の削減をしております。ただ、比

率自体が、どうしてもよくならないのは、先ほど課題と申し上げましたが、保証、融資の

残高が、まだ依然、低下傾向にあるというところにございます。 

 一方で、新規案件がリスク管理債権化することに関しては、地元の民間金融機関は、大

体６％前後のリスク管理債権比率になっておりますが、我々、それを若干上回る程度で推

移しておりまして、民間の金融の補完、地元の経済の下支えという意味では、十分な役割

を果たしつつ、審査自体は、しっかりと、ある程度の厳しさを持って行っていると自負し

ております。 

 ひょっとしたら去年も同じことを言ったかもしれませんけれども、数字にあらわれてく

るのは、今期に持ち越しになってしまいましたが、数字上の改善を支えておりますのは、

役職員一同の改善活動の積み重ねだと思っております。より利用者目線に立って、より相

談される基金になるよう、利用者との接点をいろいろな形で、現在も増やすようにしてお

ります。実際に案件処理数も、一昨年に比べて、昨年は２０％以上、増加しております。 

 あと、先ほどお話ししたとおり、職員のモチベーションを少しでも高められるように、
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基金の目標と個々の職員の目標をリンクさせて、人事評価の透明性を高めました。一方で、

職級ごとに人事評価のガイドラインを設け、評価に基づく報酬の差別化もわずかながら行

って、頑張っている人が、モチベーションをより高く持ってもらうような人事制度に移行

を進めております。 

 課題はまだまだ山積みではございますが、業務の質は着実に向上していると考えており

ます。昨年もこの場で申し上げたとおり、人材育成という意味での人づくり、業務改善の

ためのプロセスづくり、さらにはそれを持続するための風土づくりが、着実に進んでいる

と思っております。 

 これまで以上に、個々の利用者に対するビジネスサポート能力を高め、群島の産業活性

化の実現に向けて、特別地域振興間、並びに、地元の市町村、民間団体との情報交換を、

より密にしていく所存でございます。基金からもさまざまな情報発信を行い、施策とリン

クした金融支援を推進していきたいと思っております。経営セミナーや操業セミナーとい

ったビジネスの成功に向けた基金ができることを、今まで以上にさらに充実していきたい

と考えております。 

 改めてですが、改善は着実に進んでいるものの、平成２３年度の実績については、目標

との乖離が大きく、私、個人、非常に反省しております。本日、皆様からちょうだいいた

します、また、意見、ご指導を、今後の基金の運営にすべて反映させて、より一層、業務

の質を高める所存でございます。貴重なお時間をちょうだいし、大変恐縮ではございます

が、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、早速ではありますけれども、議事に入りたいと思います。 

 まず、議事（１）平成２３年度財務諸表等につきまして、奄美基金からご説明をお願い

したいと思います。 

【林総務企画課長】  奄美基金総務企画課の林でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 財務諸表等でございますが、独立行政法人通則法に基づきます財務諸表等を作成いたし

ております。主務大臣の承認を受けるべく、評価委員会のほうにお諮りしたいと思ってお

ります。 

 お手元の配付資料の一覧のほうでございますが、１６ページでございます。財務諸表の

後ろのほうに、セグメント別の保証勘定、貸借対照表等がついてございますが、一応、財
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務諸表、事業報告書、決算報告書、監事の監査意見、会計監査人の監査意見がついており

ますが、一応、セグメント別で、保証、融資別で説明させていただきたいと思います。 

 １６の①と載っていると思いますが、保証勘定の貸借対照表でございます。主な項目に

ついて、ご説明したいと思います。 

 まず、流動資産でございますが、有価証券の増でございます。こちらは１年以内の国債

の額が増加しております。 

 固定資産でございますけれども、大きな変動はございません。 

 ３の投資その他の資産でございますが、求償権の償却引当金が、平成２３年３月末

の１４億７,４００万円が、平成２４年３月末は１６億５,０００万円と、マイナス１

億７,６００万円の増加でございます。こちらは、また、後ほど説明いたします、損益計

算書の赤字の要因でございます、引当金の繰り入れの増加が要因でございます。 

 保証債務見返でございますが、こちらは、昨年対比３,３００万円ほどの増加というこ

とになっております。 

 一方、下の表でございますが、負債の部でございます。こちらは動きとしましては、固

定負債の長期前受収益は、未経過保証料でございますが、こちらが若干の７００万円ほど

の減でございます。 

 総資産でございます。資本金は、昨年も国のほうから２億円、鹿児島県及び地元市町村

から１億３,４００万円の出資をいただいております、合計３億３,４００万円の増加でご

ざいます。 

 繰越欠損金は３億５,４００万円の当年度欠損を出しましたので、同額分、繰越欠損金

が増加ということになっております。 

 次のページが１６の２でございますけれども、保証の損益計算書でございます。先ほど

申し上げました求償権の償却引当金繰入と保証債務損失引当金の繰入の両方で、３

億５,７００万円という単年度の引当金の繰り入れが生じております。これは昨年対比２

億４,８００万円の増加という結果でございます。 

 一般管理費が、昨年より２１０万円ほど、人件費のほうで増えております。費用のほう

が４億６,５００万円と、昨年より２億５,０００万円の増加。 

 一方、収益でございますけれども、こちらのほうで経常収益の合計が、１億１,０００

万円。昨年が１億２,８００万円なので、こちらは１,８００万円ほど減でございます。 

 大きな動きとしましては、償却求償権取立益が、昨年は３,７００万円ございました。
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平成２３事業年度は８００万円と、２,８００万円ほど下がっております。平成２２事業

年度は、保証人等からの回収がございまして、増えております。今年、平成２４年度は、

若干、昨年の実績より増えておりますが、平成２３事業年度の償却求償権の回収が落ちた

ということが要因でございます。 

 この収益と費用の差し引きで、純損失が３億５,４００万円、昨年の決算より、２

億６,８００万円の増加になっております。 

 １枚めくっていただきまして、１７ページでございますが、融資勘定のほうでございま

す。こちらのほうは、有価証券の動きが流動資産でございますが、昨年、約１０億円、こ

ちらが５億円と、こちらは国債の減でございます。 

 短期貸付金が、９,５００万円の減。 

 固定資産は、大きな変動はございません。 

 投資その他の資産のほうも、貸倒引当金が８,８００万円のマイナスの増加という結果

になっております。 

 あと、負債の部でございますが、こちらのほうは、長期借入金を返済をいたしました、

元本返済が８,６００万円の減でございます。 

 融資勘定につきましては、今、出資金はいただいておりませんので、資本金に動きはご

ざいません。 

 繰越欠損金は、平成２３年度の赤字の２億１,１００万円の増加で、累損が２５

億５,３００万円になっております。 

 １枚めくっていただきまして、１８ページでございます。こちらが先ほどの２

億１,１００万円の欠損の損益計算書でございます。 

 こちらのほうも、保証同様、引当金繰入が２億３,４００万円と、前年対比１

億４,３００万円増加になっております。 

 一般管理費は、若干、人件費の増加によりまして、増えております。 

 財務費用、支払利息でございますが、長期借入金の利息、残高が減少しておりますので、

同様に、支払利息のほうも減少しております。 

 あわせますと、費用が３億４,３００万円という費用になりまして、昨年対比１

億４,３００万円の増加で、引当金繰入の増加分でございます。 

 収益としましては、利息収入が、昨年より８００万円ほど落ちまして、１億３,１００

万円でございます。 
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 そうしますと、経常収益を差し引き、損失が２億１,１００万円という結果になってお

ります。 

 以上が、保証と融資の結果でございまして、先ほど、お手元にございます財務諸表は、

総括で表示されておりますが、一応、分けて、ご説明いたしますと、以上のようなとおり

でございます。大きく赤字が出ているということでございます。 

 財務諸表等がついておりまして、事業報告書、決算報告書、例年どおり作成しておりま

す。 

 資料１－４の監事の監査意見についても、特にご指摘はいただいておりません。 

 また、会計監査人の監査意見、新日本監査法人の監査報告書も、資料１－５のほうに添

付いたしております。 

 以上、ちょっと駆け足でございますが、財務諸表のご説明でございます。よろしくお願

いいたします。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、

お願いいたします。先生方、いかがでしょう。 

 どうぞ。 

【委員】  すみません。コメントだけです。 

 １６－②の資料を見ますと、上のほう、費用で、貸倒引当金繰入額が２億４,８００万

円で、その分だけ損失になっているんです。結局、貸倒引当金の積み増しさえなければ、

収支とんとんになっていたというふうに、理事長はおっしゃりたかったのかと思いまして。 

【澤田理事長】  ありがとうございます。 

【委員】  いえ、これが大き過ぎて、ほかの結果が見えてこなくなってしまう。こうい

うものは、何か、ちょっと財務諸表としておかしいかもしれません。１つの大きな特別項

目が生じると、他の動きが見えなくなってしまうんです。表示の方法で、何か工夫が必要

なのかなというところを感じています。単なるコメントです。 

 すみません、以上です。 

【堀田分科会長】  ありがとうございます。私も似たようなことを感じていました。何

かございますか。 

【委員】  すみません。 

【堀田分科会長】  いいですか。その辺は検討課題ということで、お持ち帰りいただき
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ます。 

【澤田理事長】  はい。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【委員】   

先ほど理事長のご挨拶の中で、今年度は、保証、融資が増えていますというお話でした。

貸借対照表あるいは損益計算書の中では、数字が読み取れないのですが、増えた金額と件

数を教えていただけますでしょうか。 

 それから、増えたところの業種がわかったら教えて下さい。 

【澤田理事長】  新規の取り扱い自体は、例えば、平成２２年度から平成２３年度にか

けましては、平成２２年度が、保証について、１４億７,４００万円に対して、１６

億５００万円。貸付金、融資のほうです。平成２２年度が１３億８,５００万円に対しま

して、１４億４,９００万円。トータルで言うと、７％ぐらい増加していることになりま

す。これは、ただ、あくまで新規の取り扱いでございますので、一方で返済が進み、古い

ものの償却もございます。 

 残高自体は、保証に関しましては、平成２２年度が４６億９,８００万円、これに対し

て、平成２３年度は４７億３,１００万円と、わずかながら増加いたしました。ただ、こ

の増加も平成６年以来でございますので、やっと保証に関しては、下げどまったといいま

すか、Ｖ字にはまだなっておりませんが、回復の傾向にはなったということです。 

 貸付につきましては、平成２２年度が７１億６,１００万円ございましたが、平成２３

年末で６６億２,１００万円と、約５億円、まだ減少しております。ですから、もう少し、

貸付については、取り扱いというよりは、利用を増やせないと、この低下傾向がまだおさ

まらない。 

 今期、まだ早いんですけれども、３カ月、また、前年対比でいいますと、１０％ぐらい

増加しております。何とか、今年度には、貸付のほうも底を打つようにしていきたいと思

っております。 

【委員】  宜しいでしょうか。いいですか。 

【堀田分科会長】  どうぞ、続けてください。 

【委員】  保証は、すべての業種を対象にしているのですよね。 

 でも、融資対象者は、業種が限られてきているわけですが、２３年度に新規で融資をし

た業種、あるいは、新規で企業を起こされる方への融資の有無について教えていただけま
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すか。 

【澤田理事長】  手元に資料がないので、詳しくは、また、後ほどご報告させていただ

こうかと思いますけれども、私が実際、全案件、審査で目を通しておりますので、件数自

体で、今、多くなっているものは、小規模な農業をやっていらっしゃる方が多くなってい

ます。 

 融資については、農業と観光業と製糖業者、こういった限られた融資になっております。

平成２２年度が９３件融資の取り扱いがございましたが、平成２３年度は１１１件、特に

小口のところで増えております。 

 前向きな資金もございます。新しく農機を買おうと、こういうものもございますが、一

方で、正直申し上げますと、先ほど天候不順のお話等をしましたが、それで、新規取り扱

いがあったケースもございます。 

 例えば、昨年は特に天候不順で、特に沖永良部島あたりで、花卉を扱っている農家が少

し厳しい状況になって、新しく融資したいとか、そういうものが多かったような印象を持

っております。 

 新規という意味では、特に奄美大島が中心になると思いますけれども、やはり、観光関

係の例えばダイビングショップを今度オープンするか、もしくは、ですから、ほかでやっ

ていた方が、新たに自分で独立する、そういった資金が何件かあったという印象を持って

います。 

【堀田分科会長】  よろしいですか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 私、今回初めて参加させていただいたので、少しずれた意見を申し上げるかもしれませ

んけど、いきなり財務諸表からご説明をされるということは、私からすると、ちょっと違

和感があるというか唐突感があって、むしろ、事業報告、あるいは、資料２で奄美群島の

経済状況についての資料があるようですけれども、そのあたりの話を、まずお聞きして、

その結果として、財務諸表がこういう数字になりましたと、こういう形でご説明いただい

たほうが、私には理解しやすいように思うんです。 

 というのは、やはり、前年度と比較して、これだけの数字に違いがあるということは、

何か相当な経済環境に変化がある、あるいは、自然災害があったとか、いろいろあるんで

しょうけれども、そういった問題もあるでしょうし、とりわけこの基金の性格上、地元経

済がストレートに反映されるということだと思います。 
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 という意味では、この奄美群島の経済状況を大ざっぱにまずはご説明いただいた上で、

その上で、この基金の財務諸表のご説明を聞くほうがいいのではないかなと私は思うんで

すが、いかがでしょうかということです。 

 ということで、私が申し上げたいことは、この後の資料をお聞きした上で、改めて、こ

の財務諸表についても、場合によっては、ご質問させていただくということにしたいと思

うんですけれども、いかがでしょう。 

【岡野特別地域振興官】  かしこまりました。 

 次回以降の議事のアジェンダの順番につきましては、よくまた検討させていただきます。 

【堀田分科会長】  よろしくお願いします。 

 それでは、そういうことで、財務諸表の問題で、幾つかまだご質問があるかもしれませ

んけれども、後ほどの議論と一緒に、また議論したいと思います。 

 ということになりますと、議事にもう一度戻りまして、議事（２）のほうに移りたいと

思います。 

 平成２４年度長期借入金の償還計画につきまして、引き続きまして、ご説明お願いいた

します。 

【林総務企画課長】  平成２４年度長期借入金の償還計画につきまして、ご説明いたし

ます。資料２でございます。先ほどのページが打ってありますものは、監査報告書まで行

きまして、３６ページになりますが、その後でございます。資料２の奄美群島振興開発基

金の償還計画がございます。 

 奄美群島振興開発特別措置法の第２１条に基づきまして、主務大臣の認可を償還計画は

受けなければいけないということになっております。平成２４年度の償還計画をご説明い

たします。 

 長期借入金と申しますのは、私ども、保証業務と融資業務をやっておりまして、保証業

務は、直接、資金の借入は必要ないのでございますけれども、融資業務で貸付の財源とし

て、鹿児島県のほうからの長期借入金は、県のほうにまた起債をしていただきまして、国

のほうから調達をしていただく。その後、私どものほうに貸付をしていただくという形で、

特別転貸債という起債をしていただく仕組みになっておりまして、これが平成１８

年、１９年、２０年度までの３年間の分の残高がございます。 

 こちらのほうから、平成２４年度の元本返済分としまして、８,６７３万４,０００円と

いう形、この合計額を、償還元本ということで、認可をいただきたいと思っております。 
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 平成２０年度までお借り入れをしておるわけでございますが、その後は、自己資金で財

源がございますので、特に借入は起こしておりません。 

 平成２４事業年度、期首の借入総額は２億４,７００万円でございました。８,６７３

万４,０００円を今年度返しますと、平成２４年の年度末では１億６,０００万円と、長期

借入金は、あと２年で返済できるという形でございます。一応、この償還計画に基づいて、

事業を行いたいと思います。よろしくご審議お願いいたします。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、何かご質問あるいはご意見がございましたら、お願い

いたします。 

 お願いします。 

【委員】  これなんですけど、これは転貸債ということは、融資をすると、その引当み

たいな形で、資金を借りられるという理解でよろしいでしょうか。 

【林総務企画課長】  引当といいますか、年間の事業計画を組みます。融資貸付計画を

組んで、自己資金の計算をいたしまして、あと回収金の見積もりをいたします。そこで、

毎年、出資をいただいていた時期もありますけれども、それもあわせて、貸付財源は足り

ないといったときに、借入を起こしておりまして、特に現在は現有金がかなりございます

ので、特に借入は起こしておりません。特に引当ということではないわけでございます。 

【委員】  なぜ、このような質問をさせていただいたかと申しますと、参考１のところ

で、財投金利０.７％とか、随分低くなっています。こういうことはいいのかどうかわか

りませんが、国からお金を引いてきて、転貸できるのであれば、利ザヤが生じます。しか

し、転貸債が融資とヒモ付きであるとすると、こんどは逆に機動的な融資の妨げとなる可

能性がある。そのように感じたものですから、コメントとして、一言述べさせていただき

ました。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 そのほか、もしございましたら、お願いします。 

 それでは、この長期借入金につきましては、特にご意見がないということのようですの

で、当分科会としては、特に意見なしといたしたいと思います。 

【委員】  賛成。 

【堀田分科会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、議事の（３）平成２３年度業務実績に関する評価に入ります。 
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 ここからは、国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則により、非公開となりますの

で、恐れ入りますが、冒頭、事務局からありましたとおり、傍聴の方は、ご退室をお願い

いたします。 

（傍聴者退室） 

【堀田分科会長】  それでは、業務実績関係の資料を配付していただきます。よろしく

お願いします。 

（資料配付） 

【堀田分科会長】  それでは、平成２３年度業務実績報告及び自己評価について、基金

からご説明をいただき、これに対する質問あるいはご意見をいただいた上で、評価に入り

たいと存じます。 

 それでは、奄美基金からご説明をお願いいたします。 

【林総務企画課長】  では、業務実績評価についてご説明いたします。 

 お手元のほうに、業務実績報告書があると思います。これに沿って、ご説明させていた

だければと思っております。 

 まず、業務実績報告書、１ページ目をあけていただきまして、１ページから２ページ

目、３ページ目、こちらのほうが業務運営の効率化に関する年度計画になっております。

効率的な業務運営体制に向けての組織体制、人員配置、定員の見直しを行うといったこと

になっております。 

 地区別担当制により地域密着の向上、効果的な業務・運営の実施、また、債権管理委員

会の活用、事業者再生支援委員会の活用、役員会での組織体制等の見直しがございます。

あと、全案件を審査委員会で審議する電算システムの効率化、職員研修の実施、評価・点

検チームの業務運営協議と自己評価、コンプライアンスの徹底と監査強化等、実効ある業

務運営体制の構築になっております。 

 最後に⑦でございますが、調達方式の適正化でございます。随意契約の見直し等でござ

います。こちらについては、私ども、まず、頭から申し上げますと、私どもの審査・管理

を行う業務課におきまして、引き続き、地区別担当制を実施しておりまして、期中管理全

般も担当し、地域密着の度合いに努めているところでございます。 

 債権管理業務でございますけれども、債権管理の回収計画の立案・実行、また、進捗管

理、そういったものを反復して、サイクルを確実に実行するとともに、債権管理委員会で

の定期的な協議を実施しております。 
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 事業者の再生支援でございますが、平成２３年度は２０事業者におきまして、経営安定、

再生支援を実施しております。 

 役員会におきましては、組織・人員配置の協議を常時やっておりまして、それらの結果

を人事異動へ反映しているところでございます。 

 全案件を、理事長、理事が入ります審査委員会で審議しております。こちらは平成２３

年度、２４６件となっております。 

 電算システムのほうでございますけれども、こちらのほうは。社内ＬＡＮの再整備及び

改善、データ帳票の改善、審査情報のデータベース化、今、特に財務諸表に取り組んでお

りますが、こういったものを実施しております。 

 職員研修の実施でございますが、こちらは、年間延べ１３名の職員の研修を実施してお

ります。 

 内部の評価・点検チームでございますが、こちらは、各課から選抜いたしました、評

価・点検の職員につきまして、年間協議２１回という実績になっております。具体的には、

今の貸付金利の体系でありますとか、また、昨年ございました独法の見直しの中での業務

のあり方、制度、体制、そういったものの協議をやっております。 

 そのほか、コンプライアンスでございますけれども、平成２３年度、月５回開催いたし

まして、昨年度はコンプライアンスの関係規定、マニュアルの改正の実施を行っておりま

す。 

 また、役員会を中心として業務進捗の管理・検討をやっておりまして、近年は業務の改

善の必要性ということでございまして、業務プロセスの改善のほうに取り組んでおります。 

 調達方式でございますが、私どもが今やっております随意契約などを、監事・監査契約

監視委員会で精査しておりまして、結果は、公表しております。今、随契でやっておりま

すものは、官報公告でありますとか、監査法人の選定といったものが主でございまして、

やむを得ない契約のみに限られておるところでございます。 

 今の業務運営体制の効率化でございますが、一応、自己評価でございますけれども、昨

年と同様に、Ａということにさせていただいております。 

 続けまして、４ページでございますが、一般管理費の削減でございます。（２）一般管

理費の削減でございますが、こちらは一般管理費、人件費等を除く一般管理費を、平

成２０年度対比９％削減ということ。人件費を平成１７年度比６％以上削減。こちらは、

国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しでございます。 
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 計画的な支出管理の実施と給与水準の適正性についての公表、その他、適切な説明を行

うといったことが年度計画になっておりまして、こちらにつきましては、今回、平成２０

年度対比９％以上が年度計画でございますが、２４.５％と大きく削減を行っております。 

 人件費の６％以上でございますが、こちらも、平成１７年度対比１４.６％ということ

でございます。 

 あわせまして、ラスパイレス指数は、昨年より若干上がったんでございますけれど

も、９５.０％と、依然１００％を切っている状況でございます。 

 支出管理でございますが、担当者を定めておりまして、毎月、役員会にて、支出の進捗

状況を報告・協議しております。 

 給与水準につきましても、私どものほうで、このような形で、評価委員会のほうにも、

ご報告をいたしております。また、給与水準等につきましては、毎年、ホームページにて

公表しております。 

 こういったことで、一般管理費の削減につきましては、かなり目標値を上回っておりま

して、これについては、昨年と同様、Ｓとさせていただいております。 

 次の７ページに参ります。国民に対して提供するサービス、その他の業務の質の向上に

関する年度計画でございます。 

 こちらのほうで、事務処理の迅速化ということがございます。保証の審査を６日以内

に８割以上処理ということでございますが、こちらのほうは、職員研修実施、情報交換、

中小企業信用情報データベースの活用ということで、事務処理を迅速化するという年度計

画でございます。 

 こちらは、期間内の処理割合は９４.１％ということで、かなり高率であるということ

と、職員研修は実施しておりますし、情報交換も行っております。ＣＲＤの活用による財

務分析を実施しておりますし、研修会もあわせて、毎年、開催しております。 

 こういったことを踏まえまして、事務処理迅速化を果たしていくということで、昨年同

様、Ｓという評価をさせていただいております。 

 ７ページの下のほうでございますが、適切な保証条件の設定のための取り組みでござい

ます。 

 こちらは、保証限度額、リスク分担の検討、他の機関の保証条件の情報収集、比較検討

の実施、あるいは、県開催の研究会出席による制度改善に係る協議、保証業務関係者会議

開催、評価点検チームでの保証制度に係る検討及び条件見直しの実施といったものが、年
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度計画でございます。 

 私ども、保証のカバー率につきましては、責任共有制度をしておりまして、引き続き、

平成１９年１１月から、責任共有制度、カバー率８０％ということで、実施しております。 

 また、セーフティネット保証といった、信用保証協会の保証制度でございますが、こち

らは、直接私どもが、取り扱いができない形になっておりまして、群島内の窓口というこ

とで、協会へのあっせん等を実施しております。 

 県開催の研究会出席による意見交換を実施、商工会等におきます関係者会議を１６回開

催。 

 県の制度保証につきましては、保証料率の引き下げ措置の延長と、昨年ございました東

日本大震災の対策資金の創設といった形の対応を実施しております。 

 こちらは、評価はＡとさせていただいております。 

 同様に、融資業務でございますが、こちらのほうも、ほぼ同様な内容でございます。こ

ちらのほうも９日以内に８割以上の処理といったことが目標でございまして、こちらも処

理割合が９８.２％といったようなことでございます。 

 研修の受講でありますとか、大口利用先の情報交換、財務諸表の分析といったようなこ

とをやっておりまして、こちらも保証同様、事務処理の迅速化につきましては、Ｓとさせ

ていただいております。 

 ９ページの下の適切な貸付条件の設定でございますけれども、こちらのほうも、他の類

似の業務を行っております日本政策公庫からの金利情報の入手及び適切な金利の設定の実

施等を行っております。 

 関係者会議を１１回開催いたしております。 

 評価・点検チームでの融資メニュー活用は運用でありますとか、貸付金利等についての

協議を実施しておりまして、Ａにさせていただいております。 

 めくっていただきまして、１１ページでございます。（３）保証業務、融資業務の共通

事項でございます。こちら利用者に対する情報提供といったものがございますが、こちら

には、私ども、窓口、応接室への業務関係資料の備えつけを実施しておりまして、ホーム

ページへの同日掲載の割合は９５％といったようなこと、及び、群島内１１市町村への広

報紙の掲載をやっております。 

 評価は、Ａにさせていただいております。 

 利用者ニーズの把握及び業務への反映ということで、アンケートの実施、資金説明会、
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意見交換会の開催、地域関係機関等の意見交換の実施、あるいは、連携強化、情報提供を

含む経営サポートのための地域金融機関としてのコンサル機能の充実といった目標がござ

います。 

 アンケートにつきましては、毎年、実施しておりまして、回答数としは、１１３件ござ

いました。 

 ホームページの意見募集の実施も行っております。 

 事業者向けの資金説明会でございますが、１４回やっております。 

 また、昨年、豪雨災害がございまして、窓口等の設置も、あわせて行っております。 

 コンサル機能の経営サポートのほうでございますけれども、役員が講師としまして、各

種研修セミナーなどを実施しております。また、その中で、必要に応じては、個別の事業

者の方々への経営改善でありますとか、そういった指導を別途行っております。研修会と

しての開催数は、昨年は１１回ということでございます。 

 こちらも一定の対応を行っているということで、Ａにさせていただいております。 

 続きまして、報告書の１３ページでございます。こちらは、項目としましては、３の予

算、収支計画及び資金計画に関する年度計画でございます。 

 （１）でございます。財務内容の改善でございます。こちら、保証業務におきましては、

求償権回収率６.７％以上の向上と、リスク管理債権割合を３７.１％と。 

 １５ページには、融資業務でございます。こちらも、リスク管理債権回収率を９.０％

以上への向上と、リスク管理債権を４１.３％以下に抑制といったことになっております。 

 １６ページまで入れますと、保証業務の資金運用における国債等による収益の向上とい

ったことが、１つの経営内容の改善への項目になっております。こちらのほうは、リスク

管理債権割合でございますけれども、保証のほうは、求償権の回収率は上がってなかった

んですが、リスク管理債権総額の増加で、リスク管理債権は、３８億３,０００万円か

ら３７億７００万円まで、若干の減少となった。比率についても、昨年の５３.５％か

ら５２.６％と減少はしております。 

 一方、融資業務でございますけれども、リスク債権回収率は８.８％から１２.７％と、

一応上がりまして、リスク管理債権は３７億５,４００万円から３６億円といったような

ことで、８,０００万円ほど減少しております。 

 しかし、比率のほうは、保証は若干の減少だったんですけれども、融資のほうは、若

干５２.４％から５４.９％と増加したということでございます。 
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 国債の購入でございますが、こちらのほうは、毎年、購入の平残、及び、運用益のほう

は増加しておりますので、年度計画どおりいったのではないか。 

 しかしながら、リスク管理債権の割合につきましては、年度計画の目標は達成しており

ませんので、こちらも昨年引き続き、Ｂということにさせていただいております。 

 １７ページのほうに、予算のほうがございますが、１２番目、（２）予算、及び、収支

計画、資金計画でございますが、こちらは、先ほど財務諸表のご報告いたしましたように、

大きく欠損を出してしまいました。予算及び収支計画については、大きな引当金の増加等

による欠損の計上、それもかなり多額の計上でございますので、こちらのほうはＣという

ことで、昨年はＢであったんですが、１つ落としまして、Ｃという評価にいたしました。 

 短期借入金の限度額がございますが、４億円という設定をしておりまして、現在、平

成２３年度におきましては、資金繰りは特に問題は生じませんでしたので、行っておりま

せん。こちらも、昨年に引き続き、Ａにさせていただいております。 

 最後でございますが、１４番のほうでございます、人事に関する計画でございます。こ

ちらのほうは、各課の計画及び個別職員の仕事の目標項目の設定と、実施状況を勘案した

人事考課の実施と、上記結果の給与等に対する反映を行って、インセンティブの確保を図

る。 

 年度計画の達成状況を踏まえた業務実施体制及び職員の能力を反映した人員配置の実施

でございますけれども、こちらのほうは、各課の計画を、定例会等を通じて、役職員で共

有しておりまして、目標管理を全体として行っております。 

 職員の目標項目の実績、評価は、課長が行い、あと、理事長が行うということで、段階

的に実施しておりまして、こういったことを人事考課に反映しております。もちろん、こ

の人事考課を昇給及び特別手当の特に勤勉手当の部分でございますけれども、こういった

ところに反映を行っております。また、職員能力に応じた人員の配置、人事異動を行って

おります。 

 そういったことで、債権管理体制、内部統制強化も含めて、こういった人事を通して、

強化を図っていくといったような対応を行っておりまして、こちらも、昨年に引き続き、

Ａということになっております。 

 長くなりました。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 あと、すみません、よろしいでしょうか。配付資料のほうに、経営改善策の実施状況に

ついてということで、資料４がついております。こちらのほうは、平成２１年から毎年、
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作成しておりまして、内容といたしましては、私どもの現在やっております年度計画と大

きく変わってはいないんですが、特に作成した意図としましては、毎年、予算をいただい

ている財務省との協議の結果、こういった経営改善策といったものを策定して、実施に移

す。 

 内容としましては、審査の厳格化、期中管理の強化、回収の強化といったようなことを

項目立てして、毎年、整理を行って、公表しているということになっております。 

 目的としましては、予算もいただきながら、事業をやっておりますけれども、単年度の

業務収支の黒字化でありますとか、出資金に過度に依存しないようにということを、我々

の目標ということで、経営改善策を立てております。 

 年度計画の一方で、また、こういったことも取り組んでいるといったことで、あくまで

も評価委員会におけるご参考でございますので、一応ご報告をいたしたいと思っておりま

す。 

 資料５でございますけれども、Ａ４縦の表でございますが、独立行政法人奄美基金の役

職員の報酬・給与についてでございます。先ほど年度計画にもありましたけれども、毎年、

こういった形で、前年度の給与の状況でありますとか、ラスパイレス指数の積算の内容と

いったものにつきまして、私ども、総人件費についての考え方でございます。取り組みの

状況、こういったことを取りまとめいたしまして、国のほうに報告及びホームページで公

開しているところでございます。 

 以上のようなことで、業務実績の報告とさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見をちょうだいしたい

と思います。いかがでしょうか。 

 それでは、私から１つだけご質問させていただきたいんですけど、資料４にもありまし

たけど、全国のＣＲＤを使われているという話なんですけど、私の印象としては、おそら

く奄美には奄美の特徴、特殊性があるんだろうと思うんです。 

 したがって、そういう意味では、全国的なデータが、あまりうまく適用できないのでは

ないかと思うわけです。という意味においては、奄美群島ならではの独自のデータベース

をおつくりになっていらっしゃるのかということなんですけど、あるいは、どのように処

理されていらっしゃるのかということを質問させていただきたいんです。 
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【林総務企画課長】  先生、ご指摘のとおり、ＣＲＤは、自分でも蓄積して、比較した

りしないと、地域性が、なかなか自分たちでわかりづらいところがございます。本来であ

れば、ＣＲＤに加盟している大きな組織は、自分たちのデータを、逆にまたＣＲＤのほう

へ送って、そこで蓄積していくという作業をやっておるんですが、私どものほうはサンプ

ル数も少なくて、データベース化がおくれておりまして、まだ、そちらのほうに送るまで

に至っておりません。 

 ただ、今、まさにデータベース化を進めておりまして、ある程度、業種に偏りもござい

ますし、規模の問題もございます。従業員数あるいは資本の状況、利益の状況、そういっ

たものをデータベース化して、きちんと整理していきたいと、今、取り組んでいるところ

でございます。 

 以上でございます。 

【堀田分科会長】  やっぱり、客観性はもちろん大事なんですけれども、今のご説明の

ように、かなりサンプルが少なかったり、あるいは、奄美群島の特殊性が非常にあって、

現在置かれている経済環境も当然あるでしょうから、最終的には、融資あるいは保証にお

いて、基金としての何かしらの方針がしっかりないと、なかなかこの数字を改善させてい

くということにはならないんだろうと思います。 

 一方で、当然、この基金のいわゆる機関としてのミッションがあるわけでして、したが

って、そういう形で、ミッションにこたえなければならない一方で、できれば、数字も改

善しなければならないという、非常に難しいかじ取りをしなければいけないんだろうなと、

想像しておりますけれども、そのあたりはどういうふうに処理されていらっしゃるんでし

ょう。 

【澤田理事長】  今、林のほうからご説明したとおり、データだけに頼る、いわゆる定

量分析という意味では、それだけに頼って審査ができるという状態にはないと思っており

ます。 

 ですから、むしろ定性分析、特に地理的なつながりは、逆に、狭い範囲なものですから、

そういった情報は、ある程度入ってきます。もちろん、個人情報の保護という問題もござ

いますので、何でもかんでもすべてを、我々、知り得るというわけではないんですけれど

も、定性分析と。 

 今、第三者保証は、あまりとらないような風潮はございますが、こういった限定的な地

域で、こういう限定的な金融をやっていく中では、ある程度、地縁、人の縁といいますか、
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その辺に頼る部分は確かにございます。ですから、一般の金融機関に比べると、我々は、

保証人はやや手厚くとっていると思います。 

 その結果として、これも、もっとデータ分析を、私も個人的にはしたいと思っているん

ですけれども、私ども、先ほどリスク管理債権の話をしているんですけれども、リスク管

理債権の中の回収率といいますか、毀損率は、逆に、一般の金融機関より低いようです。

それは、保証人になっていらっしゃる方が、まず、事前に抑止を働かせていただけるとい

うことと、あと、かわりに返済の責任を持ってくれているケースが、やっぱり圧倒的に多

いので、もちろん、今のリスク管理債権比率をそのままでいいと、私は思っているわけで

ないんですけれども、見た目よりは、中身は悪くないと感じております。 

 こういったものも、今後のためにも、私は個人的には、データ分析を、もっと、もっと

進めてまいりたいなと思っております。だから、それが、奄美に適した金融になっていく

と思いますし、厳しい中で、小規模な事業者にお金を回して、何とかビジネスを成功させ

ていただく可能性を高められるのではないかと思っております。 

【堀田分科会長】  いかがでしょう。 

 先生。 

【委員】  ２つほど。 

 まず、第１点なんですけれども、ちょうだいした資料５の５ページ目、これは、年間給

与分布状況で、年齢構成が高いところほど、給与額が高くなる。今の人員構成からいきま

すと、定着率がいいんですから、毎年、年齢が高くなっていて、給与総額も増える。そう

なりますと、収入を増やさなければならない。その収入については、融資あるいは保証で

ございますね。 

 地域生産性（ＧＲＰ）に対しての与信比率は、大体、一定と考えていいのかもしれませ

ん。ＧＲＰが仮に減少傾向にあるとすると、融資も減るであろう。そうすると、収入が減

る。人件費はアップするのに、収入が減ってしまうということになりますと、あまりいい

シナリオは描けない。何らかの形で新たな融資を起こすか、利ザヤを大きくするか、いず

れかの選択肢を選ばなければならないだろうということが考えられると思うんですが、理

事長は、どちらのほうを選ばれるんですか。どのような方向性を持っておられるんでしょ

うか。 

 評価に影響すると思いますので、すみません。何かあまりうまい説明ではなかったので、

伝わったかどうか、自信がないのですが。 
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【澤田理事長】  コストの増加に関しましては、今の人事体系からすると、確実に増加

していくことは間違いないので、それに関しては、コメントしにくいんですけれども、何

らかの将来的な手当ては考えていきたいと思っております。 

 逆に、収入のほうです。融資に関して、利ザヤを増やすのか、あるいは、新たな融資の

ターゲットを設けるのかという意味では、建設的であると思うのは、融資のターゲットを

増やすことだと思っています。 

 なぜならば、今、時点で、あまり中小零細の会社は、私どもの金利に関して、まだ、ア

ンケートの中では高いということもご指摘を受けておりまして、それで、これ以上、逆に、

金利を高くすることで、ビジネスをあきらめてしまう人、こういう方が出てこられても困

るので、今の水準は、何とか利ザヤ的には維持したいと思っております。 

 ですから、やっぱり融資を増やすために、特に、今、私がずっと冒頭の話で申し上げた

ところで言いますと、地元の行政機関、もちろん、特別地域振興官も含めて、新しいビジ

ネスを起こそうということが、やっぱり一番の課題だと思っているので、そこにタイムリ

ーな資金づけをしていければいいのかなと思っています。 

 例えば、最近の事例で言いますと、まだ、我々は、直接は出していないんですけれども

プレミアムマンゴー販売協会をつくりまして、新たに奄美のティダオウというブランド名

で、今、売り出し始めたところです。 

 でも、マンゴーというのは、簡単にすぐに実がなって、すべてが高いマンゴーになるわ

けではございませんで、ある程度ビジネス化するまでに、取り組み始めてから数年かかる。

であれば、そこに関して、我々、例えば、元金の返済を少し猶予するような枠を設けて、

こういうものを、我々、積極的に使ってくださいという形で、行政の施策と、一体となっ

た金融づけをやっていくことで、我々の融資が増えるのかなと思っています。 

 もう一つ、さらに突っ込んでやりたいなと思っていることは、企業誘致も一生懸命進め

ていらっしゃるんです。例えば、そういうところのどのような企業が来たいのかなといっ

たときに、地元で仮に何かしらの補助を出すにしても、相手企業の中身がよくわからない

と。我々は審査機能がございますので、例えば、そこのところを行政と一体になって、

我々は、そこの会社の中身を審査いたしますよと。 

 問題がなければ、逆に、我々のほうからも、その後、今度、融資もしやすくなりますの

で、そういう形で、行政あるいは地元の事業団体と一体化した形で、今後の数字を増やし

ていきたいということが、私の個人的な考えでございます。 
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【委員】  となりますと、それが次年度の予算に、その方向性が反映されるわけですね。 

 もう１点あるんですが、よろしいですか。 

【堀田分科会長】  どうぞ、おやりください。 

【委員】  もう１点は、先ほど、回収率が、地域の金融機関より高い。例えば、不良化

しても、毀損率が低いという言い方がよろしいんでしょうか。その毀損率の低さは、今回

の引当のかなり積み増しをしておりますけど、これに反映されているんでしょうか。それ

とも、一般的な引当率で行われたんでしょうか。 

 それによって、今回のものが、過大に引き当てられている。いや、わかりません。社会

的には、それでいいんでしょうけど、基金から見た場合に、引当が保守的と考えるのか、

ぎりぎり少ないと考えるのか、理事長としては、どちらをお考えなんでしょうか。 

【澤田理事長】  個人的には、私、１件１件全部見たんですけれども、適正だと思って

おります。 

 毀損率をそのまま引当の率に適用しておりますので、もちろん、毀損率と申しまして、

分類によって、過去３年の平均をとったり、基準が古いものになると、もうちょっとさか

のぼって、平均値をとったりしております。実際の毀損率自体が、ここ数年少しずつ減っ

てきておりますので、その毀損率の算出方法にのっとって、適正に引当をもっと積んでお

ります。そこについては適正だと私は思っているので、決して保守的にして、大きく出し

たことではないと考えております。 

【委員】  となりますと、こんなに増えてしまった理由は、担保物の評価額が下がった

だけではないのですか。 

【澤田理事長】  一番大きい部分は、担保の評価額です。そのものが減ったという。 

【委員】  となりますと、担保の下がった部分について、毀損率を単純に掛けたという

話でしょうか。 

【澤田理事長】  そうですね。今まで、例えば、担保でカバーされていたので、引当を

ゼロにしていたものが、その分類によって、５％もしくは３０％というふうに、分類によ

って毀損率が違いますので、それをそのまま、例えば、ゼロから５％、ゼロから３０％と

いうふうに、引当が積み上がったということでございます。 

【委員】  ありがとうございます。 

【堀田分科会長】  ほかにどうです？ 

【委員】  １の業務得運営の効率化に関する目標のところ、とった措置なんですけれど
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も、計画どおりやらざるを得ないのでとは思うんですけど、やはり、拝見していると、先

ほど、定性的な評価しかあまりできないというお話もありましたけれども、何かこう、例

えば、地区担当制にしているから、こういうふうに業績が上がってきたとか、事業再生支

援委員会では、以前は、これこれ、こうだったんだけれども、今年、平成２３年度はこう

いう形で増えて、よりよくなってきたとか、何かそういうふうな定量的なものは、ご説明

していただくことはできるんでしょうか。 

【澤田理事長】  定量的なもの……。そうですね……。 

【委員】  例えば、地区担当制を引いたことによって、もう少し新規の掘り起こしが、

そういう地区の中から出てきたとか、何かそういうことはあるんでしょうか。 

【澤田理事長】  そうですね、特に保証に関して申し上げますと、例えば地元の金融機

関の支店とのコンタクトがすごく増えて、情報交換が密になったということでございます。 

 あとは、地区を割り当てることによって、地元の商工会等と、情報交換の件数が増えて

いることが、ここに、はね返ってきていると私は考えております。 

 ですから、逆に、まだ、ある意味、かなり原始的な努力と言ったら、職員に怒られてし

まうんですけど、私が来たときに、正直、窓口の内側で今まで待っていた印象を持ってお

りまして、むしろ、こうした基金は、どんどん積極的に利用していただくという姿勢で、

今、職員に取り組んでいただいた。 

 地区担当制をとっていることで、その地区でどれくらい担当者がコンタクトをしている

のか、昨年は、自主的に、こういう数字も少し自主的にとってもらって、顧客コンタクト

数といいますか、そういった意味では、有効は情報をいかにとるかという活動を増やして

いただいたことが、この結果になったのかと考えております。ですから、案件数が増えた

ことが、個人的には、私は、一番喜ばしいことと思っております。 

【委員】  小粒だったんだけれども、小さい案件がすごく増えたということですか。 

【澤田理事長】  はい。 

【委員】  わかりました。 

 すみません、いいですか。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【委員】  一般管理費が２０％以上、確か平成２３年度も削減されたと思いますが、か

なりな削減率だと思います。どういった部分で、そこまで削減できて、まずそれをお伺い

したかったのと、例えば、今期以降、また無理をして、削減率が今年度から減ってしまう
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ということも、ちょっと困るのではないかと思っています。 

【林総務企画課長】  ありがとうございます。一般管理費でございますけど、平成２０

年度対比ということで減らしておりますので、そこから比較しますと、人件費についても、

どうやったら減るかということでございますが、一般的に毎年決まった昇給というルール

等がございますけれども、過去の年度において、昇給をしなかった、ここは抑えましょう

という年度もございました。 

 あるいは、人によって、何個か上がるという昇給は決まっておるんですけれども、ここ

は最低限度で、皆さん、やりましょうかといったようなことで、人事評価も勘案しまして、

そういったことで昇給を抑えてきたということが、実態のベースのお話でございます。 

 また、できるだけ過去にもらっていた手当をどんどん抑えてきて、ゼロにまでするとい

うことなどを取り組んでいったところでございます。 

 もちろん、管理職手当も削減をしておりますし、そういったことで、過去、いわゆるラ

スパイレス指数が１００を超えないといったことが、最大の目標で、当面の目標だったわ

けでございますけれども、何とか去年が９３.幾つ、昇給がございますので、今年がちょ

っと上がりまして、９５.６といったようなことでございます。 

 今後、どうなるかということもございますけれども、今年、来年は、１つの国家公務員

の給与も、２年間は削減という措置がございますので、私どもも連動して、それに合わせ

てやるといったことで、このままでいけば、今年より減るのではないかなと思います。 

 ただ、いろいろな業務の見直しといったようなテーマをいただいております。自分たち

の仕事を、今後、奄美でどうやってうまく皆さんに営業していただけるか、また、独立行

政法人としての課題、こういったものをうまく対応していくために、ある程度、時限的に、

ある事務に精通している方を採用するとか、そういったことも考えていかなければいけな

い。削減するばかりではないと思っておりまして、必要であれば、そういったところに、

また使っていければと考えているところでございます。 

【委員】  そうすると、先ほど委員のほうから、年間給与の分布状況において、上の方

ばかりが高給になっていくというお話もありましたが、成果報酬というのか、インセンテ

ィブ報酬みたいなものを、ご検討なさってきたと思います。それについては、今後、例え

ば、若い方でも、できる方には払っていくとか、今まで高過ぎた方は少し抑えていくとか、

そういうことは検討していらっしゃるということでしょうか。委員 

【林総務企画課長】  先ほどちょっと申し上げました中に、抑制するのは、上のほうか
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ら抑制をしておりますので、年が上の人から抑制する。若い方は特に伸ばしておりません。

ですから、そのうち、奄美基金の場合は、国の給与の水準からすると、その年代の水準は、

下にある。逆に、こういうところも出てくると思っております。 

 ですから、若いといいますか、一番働いている方、しょっている方には、やはり、ある

程度の昇給、昇格等をさせつつ、古い方は、それなりにということで、全体として、うま

く業務がいくような人事考課と、それに応じた給与の水準。もちろん、ボーナスのときも、

人によって、個別に皆さんを評価したものを反映するようにやっております。 

 もちろん、それは予算の中でございますけれども、そういった少ないバッファの中で、

めり張りといったようなものを基本に考えてということで、今、理事長の指導を受けなが

らやっているところでございます。 

【堀田分科会長】  どうですか。 

【委員】  はい。 

【堀田分科会長】  やってください。 

【委員】  今のご質問に関連してなんですけれども、給与を抑制するということは、モ

チベーションからいうと、必ずしも好ましくないですし、年齢に対して、お支払いするこ

とはいいのか、どうかは別として、年齢は、経験、能力を反映している場合が、一般的だ

と思います。 

 そうであるとすると、年齢だから抑制するという考え方は、必ずしも正しくないのでは

ないか。職能を果たせば、それなりに報酬を払う。職能給と言うんでしょうか、そういう

制度に持っていかないと、モラール（士気）というか、モチベーションが保てない。 

 年齢が上がっていけば、給料が上がってしまう。これはもう来年以降、そうなるわけで

すけれども、これをこのままやっていくと、モチベーションは落ちるは、人件費の負担は

重くなるは、一所懸命にやっても評価されないはということになることが、一番怖いこと

だと思います。評価が、意味がなくなってしまう。そういった事態に、どのように対応す

るか、今回は、この会議では、結論は出ないでしょうけれども、ご検討いただきたいと思

っているところであります。 

 もう一つ、一般管理費なんですけれども、監査報酬は単年度の入札でやっておられるん

ですか。 

【林総務企画課長】  そうです。 

【委員】  そうであるとすると、極めて非効率だと思います。なぜかと言いますと、１
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年目の監査は、初度ですから、最初ですから、必要以上にお金がかかります。当然です。

期首も固めなければいけない。期末も固めなければいけない。業務に精通しなければいけ

ない。この３つ満たそうとすれば、一般の報酬では足りません。でも、これが３年ぐらい

続くのであれば、１年目は高くて、３年目を低くするという形で、全体のコストを引き下

げることは可能です。 

 そうしますと、入札についても、単年度をとっておられるんだったら、複数年度の入札

制度を導入する。あるいは、複数年度にわたる随意契約でも結構ですけど、きちんと要件

定義をして、見積もりをとって、３年間でどういう形で費用が発生するんですかという形

での見積もり、入札をする。こういうことはお考えなんでしょうか。 

【林総務企画課長】  今、単年度ずつ、毎年、毎年、監査法人が変わるという事態があ

りまして、その引き継ぎでも、先生方は大変苦労もされているようなことも聞きますし、

やはり、もう先生ご指摘のとおり、非常に能率的ではないし、初期費用が、ずっと毎年そ

の法人にかかってしまうという非効率的なことが、生じていると思っております。 

 また、監査法人の選定につきましては、国の主務大臣が選定するということになってお

りますので、そういったことは、国の主務省とも相談しながら、まさしく今から始まりま

すので、そういったことを反映して、検討していきたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

【委員】  いえ、余計なことです。 

【委員】   

すみません、私も、５ページの給与水準についてですが、基本的に、一般管理費を下げて、

収益を出すという考えではなく、当然、業績を上げ、収入を増やして、利益を出すという

ほうがいいと思っています。 

 ただ、給与水準の考え方については、地元にいると、いろいろな声が聞こえてきます。

私たちの地域は、生活水準、経済水準を比べると、非常に低い地域です。その中で、奄美

基金の報酬は、地元の企業に比べ高いと評価する人も少なくないと思います。 

 国との比較だけではなく、地域の給与基準、あるいは、生活水準と、ある程度、調和を

させていくということや、地元企業との給与比較も、必要なのではないかと思います。 

 誤解が無いように申し上げますが、現在の職員の労働と報酬が見合わないということで

はないです。特に、ここ数年は、一人で１．５人分位の仕事をしているのだろうなと想像

しながら、申し上げています。、今、職員数は、全部で１９名ですよね。そういう中で、
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徳之島や沖の永良部地域があったり、地区別担当制の導入などの活動を考えると、職員数

自体が、業務の中で適切なのかと気にかかります。 

 より地域に根差して、密着して、地域の人の声、不平・不満を受け取る。その中から、

産業の可能性や起業化の可能性を見出していくという、地味で細やかな作業だと思うんで

すね。それは、やはり人手の要ることなんだろうなと思います。そこで、１人当たりの給

与単価を落としても、人手を確保するという考え方があってもいいのかなと思ったりしま

した。 

 ごめんなさい。これは、ちょっと勝手な意見でした。 

 最後に１つだけ、１２ページですか、創業セミナー、経営、再生、支援などのセミナー

を実施しているということですが、こういう取り組みの中から、新しい顧客の掘り起しな

どの実績は上がってないのでしょうか。 

【澤田理事長】  個別のセミナーといいますか、事業者セミナーといいますか、創業セ

ミナーをずっとやっています。創業者セミナーについては、今年の３月から、月２回

で、１０回で、１セットで、ちょうど先月終わったばっかりでございまして、まだ、その

中から起業している方はいないんですけれども、そういう方をこれから、もっと、もっと

育てていきたいと考えております。 

 事業者セミナーについては、私が直接やっておるんですが、どちらかというと、オーナ

ー企業の２世、３世の方を、今、中心にやっておりますので、そういった意味では、お互

いによくわかりながら、なおかつ、経営改善の指導をそこでやりながら、記録が残るとあ

れなんですけれども、ある意味、リスク管理債権に当たる債権のお客様も、中にはいらっ

しゃいますので、それを正常化できるようにという意味で、直接、経営者としてのサポー

トをさせていただいています。経営者として育つようにサポートしております。 

【委員】   

実は、そのような、コンサルタント機能に期待しているところですけど、開発基金の大き

な役割は、、島の産業の活性化だったり、経済的自立をどう金融の方面から支えていくか

というところの部分だと思うんです。 

 地元金融機関を補完する役割を考えると積極的な営業は難しいかもしれませんが、これ

から、もっと、コンサル業務に力を入れていただいて、融資保証部分の増加に繋げてほし

いと思います。 もう一つは、改善セミナーの中で、例えば、６００万円農家がいたら、

それを、１,０００万円農家に押し上げていくようなサポートができるだとか、作り手の
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農家と売り手側とをマッチングさせるような事業等にも踏み込んで新規の顧客開拓に結び

つく取り組みをしていただければなと思ったところでした。すみません。 

【澤田理事長】  どうもありがとうございます。まさに、ほんとうにこれから取り組み

たいところのお話だと思っております。 

 特にそういうセミナーで、私たちが気をつけてやったことは、勢いで創業している方が

結構多いものですから、事前準備をどうやってやるべきかというお話を、かなり創業セミ

ナーではしております。 

 見切り発車で事業をスタートして、運転資金が足りなくなったころに、私どもに駆け込

んでこられるお客様のケースは、私が来てからの２年間でも、結構何件もございます。も

うちょっと早目に準備をしっかりとして、ある程度の蓄えを持ってから、スタートすれば、

うまくいったのになということが、私も、今、私どもの理事をやっておる西村も、思って

いるところでございまして、それで、今年の３月から、そのセミナーをやらせていただき

ました。 

 今後も、同じようなセミナー、それから、今、委員のほうからご指摘があったような改

善・成長を追求するようなセミナーも、ぜひ実施していきたいと考えております。 

【堀田分科会長】  ほかにどうでしょうか。 

 資料をいろいろとお配りいただいた中で、１つ気になった点なんですけれども、残高ベ

ース、金額ベースの資料だけなんですよね。違いますか。件数ベースというものは、どう

いう形で。公表はされていらっしゃらないんでしょうか。 

 要するに、件数のほうが、むしろすごく大事な要素のような気もするんですけど、これ

も、もし公表可能なら、今後、公表いただければなと思います。 

【林総務企画課長】  金額が多い資料になっていると思いますが、件数は、もちろん、

公表できますので、件数もあわせて、すべて公表していきたいと思います。 

【堀田分科会長】  よろしくお願いします。 

【林総務企画課長】  はい。 

【堀田分科会長】  そのほか、いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 それでは、評価に入りたいと思います。 

 これ以降は、評価にかかわりますので、基金の関係者の方は、一たんご退席をお願いい

たします。 

 評価結果につきましては、後ほど伝達させていただきますので、別室にてお待ちいただ



 

 -30-

きたいと思います。 

（奄美群島振興開発基金退室） 

【堀田分科会長】  それでは、業務実績評価につきましては、平成１９年末に閣議決定

された独立行政法人整理合理化計画において、評価の際、パブリックコメントとして、国

民の意見募集を行うこととされております。 

 また、基金の自己評価を参考に、各委員には事前に評価していただき、事務局へご提出

をいただいております。各委員からご提出いただきました評定を、事務局において集計結

果を取りまとめ、参考資料として配付いたしております。 

 また、事務局にて評価調書（案）もまとめておりますので、各委員におかれましては、

集計結果と評価調書（案）をもとに、ご意見を述べていただくという形で進めてまいりた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【堀田分科会長】  それでは、平成２３年度業務実績評価調書（案）等について、事務

局よりご説明をお願いいたします。 

【岡野特別地域振興官】  まず、それでは、業務実績評価に先立ちまして、今日、幾つ

か資料をお渡ししてございますが、この資料の位置づけ等について、幾つかコメントさせ

ていただきます。 

 後ろのほうに、やや厚いもので、評価資料ではなくて、参考資料１がございます。これ

は、おそらく一番後ろのほうにあるんではないかと思います。これは幾つかのそれぞれの

規定あるいは方針のたぐいを集めてものでございまして、順番が不同でございます。 

 一番後ろの１ページをあけていただきますと、２６ページ、ホームページをプリントし

たものがございまして、これが先ほどご紹介がありましたパブリックコメントを、今もら

っているものでございます。平成１９年以来、この形でやってございます。今回もこの形

で掲載いたしました。ご参考までに、意見募集を行ったところ、意見は出てございません。 

 今回は、基金からの自己評価を参考に審議を進めるわけでございますが、そのようなこ

とになりましたということは、今の資料を、さらにもう１枚戻っていただきます

と、２４、２５ページというところにございます。これは、今回は、国土交通省の評価委

員会の委員長からの指示でございまして、右のほうでございますけれども、まず、法人の

自己評価をもとにして、審議を進めていくということになったものでございます。 

 順番、後ろのほうに戻っていって恐縮なんですけど、１４ページがございます。１４ペ
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ージに、同じく、平成２３年度の実績評価の進め方という資料がございます。ここ

で、１４ページのその部分のちょうど真ん中辺の１ポツの（１）という部分がございます。 

 ここに、政独委、総務省にあります、政策評価・独立行政法人評価委員からの通知がご

ざいまして、総務省の政独委は２次評価を行う機関でございます。２次評価でございます

ので、今般、この委員会で、ここの場におきまして、評価いただきましたものを、さらに、

その２段階目の評価をするというものでございますが、そこが評価をするに当たりまして

の留意点が、その次のページの１６ページ以降にございまして、各項目があります。 

 各項目がありまして、これに基づいて作成いたしましたものが、評価資料２があります。

今、配りましたものの最後のほうにあります。評価資料２が、総務省用の資料でございま

す。これにつきましては、総務省の２次評価に当たっての参考となるものでございますの

で、その各項目についての調書でございます。これは、まさに評価資料１の本分科会での

検討項目と重複している項目でございますので、この部分の審議は、あわせて、評価資

料１のほうの審議にゆだねたいと思っております。 

 それでは、平成２３年度の評価につきまして、Ａ３の評価資料１の参考、総括表を作成

いたしましたので、これに沿った形でご説明させていただきたいと思います。 

 この各総括表は、中期計画及び年度計画ごとに項目に沿いまして、それぞれ奄美基金か

らの自己評定がありましたものを、本日の各先生方からいただきました事前の評定を総括

しております。それを踏まえて、私ども、事務局案として、分科会での評定の案も掲載い

たしました。その右は、それぞれ各先生方からのコメントを掲載したものでございます。 

 これの順番で、上から段階ごとにご説明をいたします。 

 まず最初は、大項目１、業務運営の効率化でございます。最初の業務運営体制の効率化

につきましては、基金の自己評定がＡに対して、委員の皆様方も同じようにＡ評定をいた

だいてございまして、各それぞれ、外部専門家の受け入れですとか、職員の資質向上等の

ものを評価いただいたものだと思ってございます。私どもの事務局の案も、同じでござい

ます。 

 コメントとしましては、調達方式の適正化の部分でございましたけれども、複数年度に

わたる監査契約の導入に関する意見もいただいたところでございます。 

 次の行の２の一般管理費の削減でございます。これにつきましては、これも自己評定が

Ｓ、各委員の皆様からＳをいただいてございます。これは、それぞれすぐれた実績を出し

ているという評定でございます。 
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 ただ、この中のコメントでは、やはり、今もご意見をいただきましたように、役職への

士気、モチベーションの問題でありますとか、有能な人材確保の観点からも、考慮すべき

であるとか、あるいは、地域企業との比較・検討も必要であるというコメントもいただい

ております。 

 次の３番目でございます。大項目２の国民に対するサービスでございます。（１）の保

証の事務処理の迅速化のところでございます。これは計画の標準処理期間内の処理の割合

の８割を上回っているということで、すぐれた実施状況だということで、自己評定が、Ｓ

でございます。４人の先生方からＳをいただいてございますが、Ａという評定も１ついた

だいてございます。私どもは、そのようなことを踏まえましたら、すぐれた実施状況なの

ではないかということで、評点案としては、Ｓを掲載してございます。 

 これは保証と融資を合わせまして、ともに同じ状況でございましたので、１の保証と２

の融資は、ともにこの形態でございます。 

 国民に対するサービスのもう一つの適切な保証条件の設定がございます。これにつきま

しては、自己評定がＳ、委員の皆様方から同じように、Ａ評定をいただいております。で

すので、それぞれの民間金融機関とのリスク分担であるとか、保証機関関係者との協議等

を踏まえた適切な取り組みが行われると思っておりまして、事務局の評定案はＡでござい

ます。 

 これも、１の保証と２の融資とともに、同様でございます。 

 次の３の保証、融資の共通事項でございます。これは利用者に対する情報提供あるいは

ニーズの把握、業務への反映ともに、ホームページの掲載でありますとか、地元広報紙で

の掲載、あるいは、アンケートの実施、アンケートの評価の業務への反映であるとか、説

明会、セミナー、これらの取り組みの着実な実施状況だと考えまして、評定案は、Ａとさ

せていただいております。 

 次、大項目、第３の予算収支計画及び資金計画でございます。 

 まず、１つ目の保証でございますが、これも、自己評定がＢで、委員の先生方からもＢ

評定を同じようにいただいてございましたので、私どもの案も、同じようにＢでございま

す。 

 まず、保証業務につきましては、リスク管理債券割合が引き続き高いという状況ではあ

るものの、債権額が減少しておりますことと、計画を達成しているということから、おお

むね着実な実施状況だということを考えてございます。 
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 ②の融資のほうにつきましても、同様に、事務局案はＢでございます。これもリスク管

理債券割合が引き続き高いのですが、債権額あるいはリスク債権回収率については、計画

を達成しているので、おおむね着実という事務局案を作成いたしました。 

 ③の資金運用につきましては、これは国・地方債等による運用で、運用をして、着実な

実施状況だと思いますので、これはＡ評定という案を出しております。 

 第３、予算の（２）でございます。これは予算収支計画、予算の運営状況でございます。

ここは自己評定がＣでありましたが、Ｂ評定をいただいた先生が１人いらっしゃいます。

検討いたしますと、保証、融資業務ともに、引当金繰入による費用の増額ということで、

昨年度より、損失額が増額しているということから、着実な実施状況は認められないとい

うことから、事務局案はＣでございます。 

 大項目、第４、短期借入金でございます。これは、引き続き、短期借入金はございませ

んので、着実なものだと思って、Ａでございます。 

 第８の人事に関する計画でございますが、これも勤務成績、勤務評定の給与への反映な

ど、着実な実施かと思いますので、評定案はＡでございます。事務局の案をＡにしてござ

います。 

 総合評定でございます。総合評定につきましては、これは自己評定Ａ、先生方がＡなん

ですが、今お配りしました評価調書案本体のほうの最終ページをごらんいただければと思

います。評価資料１の２３ページ、一番裏側でございます。こちらに総合評定の案を記載

いたしております。 

 １枚、後ろにあけていただきますと、Ｓが３項目、Ａが８項目、Ｂが２項目、Ｃが１項

目という棒グラフを記載いたしてございますが、まず、Ａが最も多くなっているというこ

とがございます。 

 それぞれ各業務の実績でありますとか、それに対するご意見等をまとめさせていただき

まして、最終ページ、２３ページに、まとめを記載してございます。総合評定はＡという

ことで考えてございます。 

 ２パラグラフ目の一般管理費の削減や債権管理体制の強化等の業務運営の効率化、ある

いは、サービスの向上に向けた取り組みの実施は高く評価できると思っております。 

 一方で、引き続き、高いリスク管理債権割合でありますとか、累積欠損金につきまして

は、引き続き、財務の健全化に向けた取り組みを、さらに進めて改善を図る必要があると

かんがみまして、総合評定の案はＡということでまとめさせていただいております。 
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 以上でございます。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 一括でご説明をいただいたわけですけれども、それでは、これから、審議に入りたいと

思います。１４評価項目がございまして、そのうち、１１に関しては、皆さんの意見が一

致しておりますので、原案どおりという形にしたいと思います。多少割れているというと

ころがございまして、それは上から３番目のところ、５番目のところと、下のほうになり

ますけれども、予算の運営状況。この３カ所につきまして、確認をさせていただきたいと

思います。 

 まず、上のほうの２つ、これは融資と保証ということで、内容的には同じことではある

んですけれども、Ｓの方が４人、Ａが１人ということになっております。実は、このＡは、

私がつけたものでありまして、ご説明の中で迅速に処理されているということで、努力の

跡が見られる。これは素直に評価しておるんですけれども、問題は、Ｓという評価が、先

ほどお配りいただいた資料で、ご確認いただけるように、かなりハードルの高い表現にな

っております。 

 もう一度確認していただきたいのは、後でお配りいただいたものの参考資料の２４ペー

ジのところにございます。評定Ａは、一般的に優等を意味する評語です。順調に業務を実

施して、着実に成果を上げ、順調に目標を達成している法人にとって、十分に満足できる

評価の基本となる評語です。 

 これに対しまして、Ｓは、さらにちょっと段階が高くなっておりまして、一般的に特別

を意味する評語です。目覚ましく業務を実施している場合に付される評定であり、単に順

調に目標を達成しているのみならず、それ以上に積極的に評価すべき付加的な量的・質的

両面からの実績と内容が必要となります。このことにかんがみれば、数が多くなることは

想定されておりませんと、こういう文言がございます。 

 私は、これをそのまま素直に受けとめまして、果たしてこの融資あるいは保証の業務は、

迅速にされているというわけですけれども、これがＳに値するのだろうかということを考

えて、当然としてやられている範囲なのではないのかという印象を持ったものですから、

Ａをつけたということであります。 

 先生方の評定について、異論を申し上げるつもりはないんですけれども、私の意見は、

そういうことで、推したということです。 

【委員】  よろしいですか。 
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【堀田分科会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  資料３の７ページの平成２３年度計画、①を見ますと、８割が標準というか、

スタンダードになっております。 

 このスタンダードが甘かったということであれば、別なんですけれども、このスタンダ

ードがかなりタイトなものであるということであれば、８割を超えて９割、９割を超え

て４分を上乗せした９４％というのは、評価に値するであろう。 

 ただし、その前提は、８割が予算としてタイトである。タイトネスが十分にある。つま

り、標準として、優良な標準であるということが、前提であると思われます。 

 ただ、今まで、この８割は、優良なスタンダードだと、私どもは理解していたものです

から、それから見れば、９割を超えているということは、Ｓに値してもいいのかなと考え

ました。 

【堀田分科会長】  それに関してなんですけど、先ほど、一番最後に申し上げました件

数の話が出てないんです。ですから、どのくらいの件数を処理されていらっしゃって、そ

れが８割という。また、あるいは、８割とおっしゃっている全体の件数、要するに、分母

が総件数なのか、よくわかりませんけれども、金額ではないだろうと思います。 

 これが、仮に、ある一定の程度におさまっていて、あるいは、ここに来て、融資件数が

減っているとか、保証件数が減っているということであれば、同じようにやっていても、

自然に増えてしまうということになっているかもしれません。 

【委員】  ええ、そうですね。 

【堀田分科会長】  ですから、この数字は、先生がおっしゃるように、もともと８割と

いうことが、どのくらい妥当な数字なのかとわかりませんけれども、鋭意なさった上で、

この９４％とかという数字で、非常な努力をされた結果なのかどうか、それは実態を見て

おりませんから、わかりませんけれども、もしかしたら、自然にこなせる範囲だったのか

もしれないし、ちょっとの努力でこなせる数字だったのかもしれないと、このような印象

を持ったということです。 

 私も、今年から初めて、あれに携わらせていただいたので、実態をあまり知らないで、

印象だけで申し上げておりますので、特段に強い主張を述べているつもりはないんですけ

れども、ほかの先生方は、長い間、この基金の活動を見ていらっしゃっているので、おそ

らく先生方のほうが正しいんだろうなと思っておりますけれども、あえてＡをつけたとい

うことは、そういう理由だということをご理解いただきたいということなんですが、何か
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ありますか。 

 もし特段ないということであれば、４人の方がＳですので、Ｓで結構だと私は思ってお

ります。 

【委員】  すみません。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【委員】  今の分科会長のおっしゃられたことは、私も重く感じておりまして、やはり、

この標準の設定について、見直しが必要なのかもしれません。この標準が理想的な水準で

あるとすれば、これを超えるということは、すばらしいことです。でも、この標準が、ま、

普通ならできるよねという水準であるとすれば、分科会長がおっしゃるとおり、これでＳ

を差し上げることは、逆の意味で、インセンティブにならないということは事実だと思い

ます。 

 ですから、附帯的なコメントをつけた上でということでしたら、いかがでしょうか。 

【堀田分科会長】  そうですね。よろしくお願いします。 

【委員】  いや、私ではなくて、分科会長が。 

【堀田分科会長】  そうしていただきたいと思います。というのは、この評価委員会の

ミッションということにもかかわるんですけれども、純粋に、客観的に、出てきた目標に

対して、数字を見て、それで評価するということであれば、粛々とできるんだろうと思う

んですけど、もともとの数字に立ち返って、どうかということまで考えると、ここはかな

り我々のミッションの問題とのかかわりの中で、どこまでそれが許されるのかということ

にもなるかもしれません。 

 それと、やっぱり、さらに言えば、基金の方がみずから、Ｓだとおっしゃるということ

が、これはみずから努力していますということを訴えていらっしゃるんだろうと思うんで

すけれども、ほかのもう一つでやっている委員会も同じなんですけど、自己評価は、概し

て甘くなります。ですから、大体は、出した評価に対して、結果的には、委員会側として

は厳しくつける。私がもう一つやっているところでは、Ｓを３つか４つ下げて、やってお

ります。 

 今、これでいくと、全部、基金の自己評価をそのまま、委員会として、それを受け入れ

たという形になるんだろうということでありまして、多少、そこにもひっかかるところも

あるということもあります。 

【岡野特別地域振興官】  よろしいですか。 
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【堀田分科会長】  どうぞ。 

【岡野特別地域振興官】  わかりました。そういたしましたら、この総合評定のところ

の適切な場所に、例えば、迅速化の処理期間につきましても、目標設定の適切性について

も、見直しをするというたぐいのことを盛り込んだ附帯の形をさせていただければと思う

んですけど、よろしいでしょうか。 

【堀田分科会長】  そうですね。 

【委員】  もう一つよろしいですか。すみません。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【委員】  もう一つ申し上げたいこととしては、プライオリティー付け。すべての評価

項目が平面的になっております。でも、基金の存在意義があって、その存在意義から考え

て、優先順位が高い項目があるはずなんです。 

 例えば、プライオリティが上位にある項目を達成するためには、人件費が、ひょっとし

たら、Ｃがつくかもしれない。それでも、基金の目的を達成できるのであれば、それは甘

んじて受ければいいと、私はそのように思っております。 

 この基金の自己評価は、単に項目を達成していればいいという形になってしまっては困

ると思うんです。あくまでも、私どもとしては、評価することによって、よりよい方向に

動いてもらいたいという意思ですから、目的を達成するためには、優先順位があってしか

るべきです。 

 でも、これを見る限りは、優先順位について言及されていない。例えば、予算について

のところでＣと、みずからつけています。予算と収支計画、資金計画。でも、Ｃはコント

ロールしていないということと同じですよね。 

 予算は、例えば、予算が執行できないのであれば、予算を変えなければいけない、補正

しなければいけない。予算がどうしても守るべきものであるとすれば、修正行動をしなけ

ればいけない。非営利企業や非営利団体の場合、予算は規範性の高いもののはずです。 

 それにもかかわらず、Ｃということで、みずからつけてしまって、言いわけもしない。

なぜ、こうなってしまったのか、これは実態をあらわしていないとか、そういうようなコ

メントがあった上で、Ｂか何かをみずからつけたのであればいいと思うんです。多分、こ

れでは通らないよねという感じで、Ｃがついているとすれば、優先順位についての思いが

ないのではないかという感触を抱かざるをえません。ちょっときつ過ぎたんですが、ここ

ら辺はオフレコにしていただいてもとは思っております。 
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【堀田分科会長】  ありがとうございます。 

 それでは、もう１カ所、下のほうに、今、ご指摘のところですけれども、法人のほうは、

Ｃがついておりまして、委員の先生方の評価も、Ｃが４人で、Ｂがお１人ということです

けれども、何か特段コメントがあれば、お願いしたいと思いますけれども、ありますか。 

 どうぞ、お願いします。 

【委員】   

Ｂをつけたのは、私ですが、ここは別にＢにすごくこだわっていたわけでもないし、おお

むね事業計画を達成したとも、思っておりません。 

 基金から事前説明を受けたときに、考慮してあげたいと思ったことは、平成２６年度か

ら金融庁の検査が導入されるということで、自己査定をする上で、自主的に担保の評価を

見直したということをおっしゃっていまして、これは通常の予算の執行とは、またちょっ

と違った執行の仕方だったのではないかと思いまして、この場で、少しでもそういったこ

とを喚起したいと思い、B評価をつけました。 

 今までも皆さんがおっしゃっているとおり、おそらく、Ｃ評価にしかならないのではな

いかと思うものの、ここの部分をどういうふうに検討材料として、今後の彼らの課題とし

て、注意喚起できるのかなと思い、Ｂにしました。 

 ここはすごく迷いましたが、私の意見の中で述べたとおり、厳格な担保評価の見直しに

よって、損失を多額に計上したと理解しているため、このような評価にしましたというこ

とで、別にＢにこだわっているわけではないです。実際には、やはり、最大の赤字を出し

たということで、Ｃにならざるを得ないのではないかと思っています。ですが、今後、よ

り工夫してほしいという気持ちがあって、Ｂにしました。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 今の問題も、要するに、先ほどの当初の目標に対して、どういう数字が出てきたかとい

うことで、評価すれば、おそらくＣということになるんだと思うんですけれども、引当金

を積んで、健全化のほうに、もう一度立て直したいという法人の意図をくみ取れば、やむ

を得ない措置だったとも理解できるかもしれないと。 

 どうぞ。 

【委員】  今のこれだけ業績というか、損益が乱れているというか、悪くなった理由な

んですけれども、これは担保不動産の評価額が下がっているんです。 

 これは２つ、我々は評価できると思うんです。片方では、担保の評価、不動産価格が下
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落している。ＧＲＰも落ちているわけですから、不動産価格は、当然、下がってきている。

ですから、毎年、不動産価格を見直して、しかるべきだという見方をすれば、Ｃで当たり

前です。 

 ただし、みずからの努力ではいかんともしがたい。つまり、自分たちがどんなに努力し

ても、担保価値は上げることはできない。増し担保を要求することはできないわけです。

基金としては、できる最大限のことをやっております。そういう点では、結果だけでもっ

て、すべて評価していいのかという点はございます。 

 そういう点からいいますと、ここでＣをつけてしまうと、インセンティブにならない可

能性があります。つまり、彼らの努力を推すのであって、不可抗力的なもので、だめだっ

たからということで、評価を下げていいのかどうか。つまり、こういう異常項目を排除し

たところで評価できるのであれば、Ｂを差し上げたいし、異常項目も含めて、あなたの結

果でしょうということであれば、Ｃが当然という思いがあります。これをどういうふうに

評価にあらわすのかは、私はわかりません。 

【堀田分科会長】  わかりました。今のご指摘は、そのとおりであると思いますので、

この評価委員会のミッションのあり方にも、かかわることだろうということでありますの

で、これは、おそらく、ここの分科会に限らず、すべての分科会にも共通する項目だろう

と思っております。 

 そういうことも、あいまいな状況で、この分科会は運営されておりまして、それぞれの

分科会にある程度の裁量がゆだねられているということなんだろうと思います。それも、

これも込めまして、評価をしなければならないということでありますが、おそらくですけ

れども、法人がＣをつけているものに、Ｂをつけるということは、また、ちょっと変な感

じがします。 

 Ｃということで認識されているということなんだということですから、このままＣを来

年も続けるというわけには、おそらくいかないだろうということであるとすれば、みずか

らＣをつけて、来年はこのＣをできるだけ改善できるよう努力すると、そういうふうに、

私などは、このＣを決意表明のように受けてとめたという気がしております。 

 ということで、予定の時間も過ぎておりますので、決めなければなりませんけれども、

委員の先生４人がＣということですので、多数ということで、Ｃが妥当なのかなと思って

おります。 

 ということで、この件につきましては、とりあえずＣをつけたいと思いますが、いかが
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でしょう。 

 どうぞ。 

【委員】  附帯……。 

【堀田分科会長】  附帯項目をつけて。 

【委員】  Ｃは一過性のもので、これでＣをつけたからといって、来期よくなるという

ものではないんですよね。つまり、インセンティブになるものではなくて、彼らが何もで

きない、これについては、一過性であって、何かしたから、よくなるとかという問題では

ないと思うんです。 

 そうだとすると、Ｃをつけることは、それはそれでいいんですけれども、つけた後に、

何らかの説明を、つまり、何でＣをつけなければいけなかったのか。形式上、Ｃにならざ

るを得なかったとか、何らかのコメントを発したいなと思います。 

【堀田分科会長】  そうですね。 

【委員】  単に、相手方が出してきて、これを否定する理由がないから、これにしたと

いうだけでは、評価の放棄ではないかというような気もしないでもないんです。我々は、

あくまでも、彼らにやるべきことをやってもらいたい。基金としての目的を遂行してもら

いたいだけですから、そこを分科会長の裁量で何とかしていただければ、ありがたいんで

すが。 

【堀田分科会長】  わかりました。ですから、これに関しては、コメントを付して、こ

のＣをつけざるを得ない、経済的、社会的背景をくみした上で、一層の努力を期待したい

ということで、確かにおっしゃるように、法人として、最大限やった結果として、こうな

らざるを得なかったという事情も、十分くみ取るべきことかなという気はしております。 

 これは、繰り返して、ほんとうに申しわけないんですけれども、目標に対して、それを

客観的に評価するというミッションだとすれば、Ｃ以外つけられないということなんだと

思いますし、その間にある目標の内容あるいは性質を勘案した上で、総合的に評価すると

いうことになれば、Ｃはちょっと厳し過ぎるのかもしれないということなのかもしれませ

ん。 

 これもほんとうにこの評価委員会のミッション自体にかかわることかなという気がして

おりまして、なかなか解決しにくいんですけれども……。 

【委員】  もう一つだけ、コメントを追加してもいいですか。 

【堀田分科会長】  はい。どうぞ。 
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【委員】  ほかの項目では、Ｂを差し上げてもいいパフォーマンスなんです。この引当

の部分だけが、突出して悪かっただけなんです。努力ではいかんともしがたい部分です。 

【堀田分科会長】  ですから、そういう引当を積んだという選択をされたということで

すね。 

【委員】  そういうことです。つまり、積極的に過去の損失を将来に繰り越さないとい

う、ある意味で、英断と言うと、ちょっと褒め過ぎかなとは思うんですが、すばらしいこ

とです。将来に引きずらない。そういう意味では、Ｂを差し上げて、これが努力のインセ

ンティブになるのであれば、そのほうがいいような気もするんです。過去の失敗を、いつ

までも引きずらない。失敗とは言いませんけれども。 

【堀田分科会長】  ですから、これは、来年にどういうふうに数字が反映されてくるの

かということで、今年はＣをつけられて、数字を見れば、そういうことなのかもしれない

ですから、来年、財務諸表上は、どういう形で、今年積んだことの効果が出てくるのかと

いうことで、この問題は、来年もあわせて、来年の評価に反映させるという形で、附帯と

いいましょうか、コメントをつけておいていただいて、あわせて、来年、評価をするとい

うことではいかがでしょうか。 

【委員】  今年、積み増したことは、大いに評価できるということを入れて、何か積極

性を、もう少し評価してあげてもいいのかなという個人的な思いです。 

【堀田分科会長】  わかりました。 

【委員】  Ｃをつけるなという……。いや、私自身、Ｃをつけたわけですから、何とも。

矛盾しているではないかと言われれば、そうなんですが。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【岡野特別地域振興官】  了解でございました。その点につきましては、したがって、

附帯といいますか、コメントという形で、来年度に向けたインセンティブという、むしろ

それをインセンティブにさせていただくような形に運用させていただきたいと思います。 

【堀田分科会長】  そうですね。来年の評価のところに、もう一度。 

【岡野特別地域振興官】  努力を期待するということで。 

 ただ、この評価行為自体は、Ｃということにしておいてです。 

【委員】  形式上、評価せざるを得ないですから、仕方ないです。 

【委員】  そうであるとすると、リスク管理債権の割合、保証債務とか、融資業務、こ

こにもコメントをつけることはできないのでしょうか。 
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 例えば、今、これはＢになっていますが、ここは問題だと私は思っていて、やはり、来

期以降、もっとこの割合を減らす。額自体は減っているが、やはり、割合がまだまだ高く

残ってしまっているということなので、ここはやはり減らす努力をしてもらいたいという

ことを、つけていただくことは可能なのでしょうか。 

【堀田分科会長】  このＢというのは、かなり悪い評価なので、ここにお書きになって

いらっしゃるコメントが、そのまま当てはまるのではないかなと思います。 

【委員】  ただ、これも分母が小さくなったから、割合が大きく見えるんです。ですか

ら、この評価指標をそのまま使えるのかなと。つまり、これで評価しても、多分、基金の

ご担当者は、仕方ないよね、これ、分母が小さくなれば、こういうものだよというぐらい

しかとってくれないです。 

【堀田分科会長】  そう、そう。 

【委員】  我々は、それを理解した上でもって、形式上はこうせざるを得ないんだよと

いうコメントをつけないと、節穴だと思われることが、一番困ると思うんです。 

【堀田分科会長】  先ほど申し上げたように、今日の資料には、件数が表示されていな

いんです。おそらく、いろいろな融資規模があって、１件大きなものが、ぽんと出るだけ

で、大きな数字が動きますよね。 

【委員】  おっしゃるとおり。 

【堀田分科会長】  あるいは、小さいものが幾つか重なって、このような数字になって

いるのか。ほんとうは中をもっとつぶさに検証しないと、回収率だとか、あるいは、リス

ク債権の率がどうかという話は、数字だけを追っているだけで、内容を映してない可能性

があるのかもしれないという気がします。そのあたりを、もう少し分類していただいて、

どのぐらいの融資、あるいは、どれぐらい保証、割合があって、構成比みたいな形で見せ

ていただくと、もっと実態として、わかりやすいのかもしれないという気がしております。 

【岡野特別地域振興官】  すみません、よろしいですか。 

【堀田分科会長】  どうぞ。 

【岡野特別地域振興官】  今の部分、リスク管理債権の点につきましても、同じように、

コメントつき、附帯つきという評価にさせていただければと思っております。 

 さらなる努力の必要性ということと同時に、そもそも、分母と分子が両方入っていると

いう評価方法のあり方自体も含めてという検討も、これから必要だと思っております。と

いう附帯つきで、コメントさせていただきたいと思います。 
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【委員】  リスク管理債権自体の減少率のような評価指標が、あってもいいのかもしれ

ません。 

【岡野特別地域振興官】  そうですね。検討します。 

【堀田分科会長】  それでは、時間が押しておりまして、議論もまだ尽くされていない

感もありますけれども、このあたりで、個別評価については確定をさせていただきたいと

思います。 

【委員】  賛成。 

【堀田分科会長】  よろしいでしょうか。 

【委員】  はい。 

【堀田分科会長】  それでは、最終的には、先ほど事務局のほうからご説明をいただい

た案を、そのまま採用するという形にしたいと思いますので、そうしますと、結論的には、

Ｓが３、Ａが８、Ｂが２、Ｃが１ということになると思います。 

 全体としての評価についても、先ほどありましたように、一番多い数字が、８のＡです

ので、Ａということにしたいと思います。 

 ただし、今日、いろいろと委員の皆さんから、ご指摘があったコメントについては、付

記をした形で、評価表を取りまとめたいということであります。 

 これまで審議の際に、お出ししていただきました意見についての取りまとめは、私にご

一任をいただきまして、後日、委員の皆様にご報告させていただくという形にしたいと思

いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「賛成」の声あり） 

【堀田分科会長】  よろしくお願いします。 

 また、政独委関係の別紙については、総務省に提出するに当たって、文言の細かい修正

等があろうかと思います。その場合も、私にご一任をお願いしたいと思います。 

（「異議なし」の声あり） 

【堀田分科会長】  ということで、以上で、事務局案のとおりでございまして、総合評

価については、おそらく、先ほどの付記をうまくその中に取り込んでいただきながら、最

終的にもう一度、修文をしていただくということで、評価そのものはＡで、修正なしと。

内容については、少しお考えいただくということでお願いしたいと思います。 

 すみません、さかのぼって申しわけありません。財務諸表の議論がありましたけれども、

そのところで、財務諸表を大臣が承認するに当たり、当分科会として、意見を申し上げな
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ければならないようですけれども、これに関しては、当分科会としては、特に意見なしと

いうことにしたいと存じます。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【堀田分科会長】  ということで、この後は、基金の方々にお入りいただきまして、そ

の評定結果をお伝えしたいと思います。 

（基金関係者入室） 

【堀田分科会長】  お待たせいたしました。それでは、評定結果をお伝えいたします。 

 当分科会として、総合評定をいたしましたところ、Ａということになりました。 

 ただ、委員の皆様から、幾つかコメントが寄せられておりますので、詳細につきまして

は、後日、事務局よりご説明をお聞きいただきたいと思います。 

 今後、この評定結果等を、業務運営に生かして、さらなる発展を期待したいと存じます。 

 最後になりますけれども、澤田理事長より、何かごあいさつがございましたら、お願い

いたしたいと思います。 

【澤田理事長】  長い時間にわたりまして、議論いただきまして、ほんとうにありがと

うございます。途中も幾つかコメントがございまして、非常に心温まるというか、建設的

なアドバイスをちょうだいしたと思っております。この後、コメントをまた改めて拝見さ

せていただきまして、今後の業務改善といいますか、経営改革にぜひとも生かしたいと思

っております。 

 来年、１項目でも多く、点数が上がるように、それもあわせて頑張っていきたいと思い

ますので、今後とも、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。今日はどうもあり

がとうございました。 

【堀田分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 本日の評価結果につきましては、国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則第６条に

基づきまして、国土交通省独立行政法人評価委員会の家田委員長にご報告し、同意をいた

だくこととなっております。 

 それでは、議事進行につきましては、事務局にお返ししたいと思います。 

【岡野特別地域振興官】  長時間のご審議、まことにありがとうございました。 

 ここで、小林官房審議官より、一言ごあいさつを申し上げます。 

【小林大臣官房審議官】  大変どうもありがとうございました。長時間にわたりまして、



 

 -45-

評価をしていただきまして、ありがとうございました。 

 評価ということで、単純な形で言いますと、予定と、あるいは、目標と、どのぐらい達

成できたかという、１つ後ろ向きといいますか、過去をさかのぼる評価は、当然、やらな

いといけないことでございます。そういったことによって、国民の皆様にご説明する必要

があるということは、まず第１でございます。 

 それとあわせて、大変重要なことが、それを今後にどう生かしていくかという点でござ

います。今回、評価の中でご議論いただきましたことの多くのことは、過去はどうであっ

たかということの厳正な評価とあわせて、将来に向けて、こういう点を変えていかないと

いけない、あるいは、同じ評価にするにしても、地域に、基金の職員が、どうやって気持

ちよく、あるいは、意欲を持って取り組めるかという観点からの議論をしていただけたと

いうことを、大変ありがたいことだというふうに感謝申し上げたいと思います。 

 ３つ目のことが、もう１つあると思っておりまして、先ほど少しお話がございましたけ

れども、独立行政法人制度自体が、今、見直しの時期の入っております。昨年の秋に、独

立行政法人それぞれ個別に、洗い直しの対象になっております。奄美基金も、実は大変大

きなターゲットになっておりまして、他の金融機関に吸収してしまえばいいという議論、

あるいは、リスク管理債権の比率が高過ぎるのはおかしい、規模が小さいんだから、やめ

てしまえという議論、かなりさまざまな議論がございました。 

 現在、独立行政法人については、通則法の改正法案が、国会のほうに出ておりますが、

いつ成立するのかについては、めどが立っておりません。当初の予定では、今年に通則法

の改正をして、来年、個別法の改正をして、新体制に今年から入っていくということが、

当初の予定でございます。そのとおり、予定どおりいくかどうかわかりません。 

 奄美基金につきましては、ちょうど奄美基金法自体が、来年いっぱいで切れてしまいま

すので、来年、基金法の改正に際して、延長するのであれば、その中で議論しましょうと

いうことで、他の独法は切り離した形で議論することにはなっておりますが、見直し自体

は、どうしてもやる必要があります。 

 そういう形の流れの中で、今日いただきました議論は、今ある基準、今の独法を前提に

してどうかという議論とあわせて、潜在的には奄美基金のあり方自体、あるいは、目標設

定のあり方、それは、言ってみれば、奄美基金が何のためにあるのかという議論に、つな

がる議論をしていただけたんだろうと考えております。 

 現在の仕組みの前提にした事業の運営に適正を期すと同時に、これからの奄美基金のあ
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り方ということについても、今日いただきましたご意見をできるだけ反映していきたいと

考えております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

【岡野特別地域振興官】  ありがとうございます。 

 では、最後になりますが、本日の議事録の扱いでございます。主なご意見について簡単

にまとめた議事要旨と詳細なもの、２種類、作成をいたします。それを一括にしまして、

先生方にお諮りした上で、公表することにいたします。 

 議事録におきましては、委員の皆様のご発言は、お名前は伏せますので、単に委員とだ

け記載をいたします。 

 今日、資料の郵送が可能でありますので、ご希望の場合は、机の上に置いておいていた

だきましたら、後日、郵送いたします。 

 それでは、以上で、第１４回独立行政法人奄美基金分科会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


